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公安協議資料作成 

西宮中央運動公園・中央体育館等再整備における周辺交差点での交通処理について、警察

の意向を確認するため平成 29年 7月時点の計画に基づき公安協議資料を作成し、協議を行

った。 

以下に協議資料および議事録を示す。 

(1) 公安協議資料 
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※設計車両は発注者との協議に基づき、小型車両とした。（公安協議時点） 
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 道路区域の指定については、本来は車両が U ターンできる箇所まで道路認定しても

らいたいが、公園側の停止線に 1台程度車両が停止した範囲を最低限、道路区域とし

ていただきたい。 

 現地に「自転車・歩行者は歩道を歩いてください」というたて看板があるが、整備後

の歩行者等の通行の安全性確保を心配している。 

⇒今回の計画では、歩行者出入りは別の箇所になるため、当該交差点での歩行者と自

動車の動線の錯綜はあまり発生しないと考えている。 

 北→西の右折車線設置については、西側が住宅地のため、地元から反対される可能性

がある。 

⇒市役所前線整備により、当該路線の交通量は減っており、また流動的にも、当該交

差点を右折して西側に曲がる交通はあまり増えないものと考えている。（西警 河

合氏も同意見） 

 詳細な内容は、施設内の駐車場レイアウト等をみてからの判断となるが、上記の警察

意見に基づき、交差点や道路区域などの設定していただければよいと思う。 

 

2) 東側出入口について 

東側出入口は関係車両のみを想定していることを説明し、以下の意見を確認した。 

＜アドバイス・意見＞ 

 関係車両のみで 30台程度であれば、特に問題ないと考える。 

 

3) R171 側、歩行者対象の施設出入口について 

レイアウト検討において、歩行者対象の出入口は、鉄道駅からの動線を踏まえ、施設南側

に想定していることを説明し、以下の意見を確認した。 

＜アドバイス・意見＞ 

 車両の出入口がなくても、メインゲート的なものが南側の R171沿いに配置され、か

つ体育館が東側に配置されることで、R171での来訪者の送迎車両やタクシーなどの

駐停車が想定される。 

 その結果、駐停車車両による交通阻害が懸念される。十分施設レイアウト検討時に留

意していただきたい。 

 なお、R171 では GS や飲食店などの出入りで車が路上に並ぶと、すぐに警察に苦情

が入るため、当該施設でも同様なことが想定される。 

⇒施設レイアウト検討側に意見を伝える。 

 

4) 工事中の出入りについて 

施設工事中の車両出入りについて、以下の意見を確認した。 

＜アドバイス・意見＞ 

 工事車両等については、左折進入、左折流出を指定し徹底することで、R171側から

の出入りも可能であるが、一般車両の仮駐車場は徹底が難しいため R171からの出入
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りは不可。出入り箇所を切り回してでも、市道西 715側からの出入りが望ましい。 

5) 民間施設の駐車場の R171 からの出入について 

当該区域の南東側に民間施設（駐車場 20台程度）が配置される可能性があることを伝え、

以下の意見を確認した。 

＜アドバイス・意見＞ 

 R171 沿いにある飲食店と同様、歩道乗入れの 24 条改築を国に提出し、所轄の西宮

警察署が合議となる。95条協議は必要ないが、交差点付近の乗入れは避けたい。 

 

6) 消防署の移転について 

当該区域の南西角に消防署の移転の可能性があることを伝え、以下の意見を確認した。 

＜アドバイス・意見＞ 

 R171側に駐停車禁止区域の設定が必要となるが、対象箇所が交差点直近のため、緊

急車両の出入り確保が難しい。右折出庫は非常に危険。 

 消防車だけでなく、特に救急車は円滑な出動が必要であり、計画上十分な配慮が必要

である。 

 もう少し R171の東側に設定できないか 

⇒今回のアドバイス・意見を踏まえ、検討する。 

 

7) 今後の警察協議について 

 今回の協議を踏まえた図面（出入口交差点における U ターン機能の確保や道路区域

の設定について整理した上で、施設全体のレイアウト（体育館や競技場、歩行者出入

口等）が入った図面）が出来れば、西宮警察署に提出する。（西警⇒県警本部確認） 

 

 


